
 

     令和５年度 

町民税 

府民税 特別徴収のしおり 
 

 

【重要】 指定番号登録状況の確認をお願い致します 

             平成 31 年１月より新システム導入に伴い指定番号の変更を行いました。 

銀行の個人町民税・府民税納入サービスを利用している場合は、新しい指定番号へ登録変更手続きを 

お願いします。 
 

本年４月 14日以降に受付分の給与所得者異動届出書は、事務処理の都合により、今回の通知書に 

未反映の場合があります。未反映分につきましては、後日、税額変更通知書によりお知らせします。 

 

町税は電子申告（eLTAX）をご利用下さい  
 

太子町では、特別徴収義務者の申告事務の軽減を図るため、eLTAXによる 

給与支払報告書、異動届出書等の電子申告を受け付けています。 

ご利用には事前に利用届等の手続きが必要となります。 

詳しくは eLTAXホームページ(http://www.eltax.lta.go.jp/)をご覧ください。 

 

太子町役場 政策総務部税務課 
 

〒583－8580 

大阪府南河内郡太子町大字山田 88番地 

 ＴＥＬ（0721）98－5517    

ＦＡＸ（0721）98－2773 

 ＵＲＬ http://www.town.taishi.osaka.jp/ 

http://www.eltax.lta.go.jp/


令和 5年 5月 

 

特 別 徴 収 義 務 者 様 

 

大 阪 府 南 河 内 郡 太 子 町 長  

 

令 和 ５ 年 度  町 民 税 ・ 府 民 税 の 特 別 徴 収 に つ い て 

 

    平素は、町民税・府民税の特別徴収につきまして格段のご配慮とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

    さて、令和 5年度町民税・府民税につきまして、貴事業所を特別徴収義務者に指定させていただき関係書類を同封 

いたしましたので、事務ご繁忙中まことにお手数とは存じますが、よろしくご協力のほどお願い申し上げます。 

     

 

 

 

記 

 

関係書類 

1. 令和 5年度町民税・府民税特別徴収税額の通知書及び納税義務者への通知書 

 

2. 月割額の納入書綴（必要とされない旨の連絡を頂いている場合は同封しておりません） 

 

3. 各種届出書等の様式（太子町ホームページからもダウンロードできます） 

 
 

 

 



◆個人町民税・府民税の課税について 
1．納税義務のある人 

①令和 5年 1月 1日現在、太子町内に住所のある人 

②令和 5年 1月 1日現在、太子町内に住所はないが、事務所・事業所

または家屋敷がある人（均等割のみ課税されます。） 

 

2．納税義務がない人 

①生活保護法の規定により生活扶助を受けている人 

（令和 5年 1月 1日現在） 

②障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が 135

万円以下の人 

③前年の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下である人 

  （ア）同一生計配偶者または扶養親族を有する場合 

      28万円×(本人＋同一生計配偶者＋扶養親族の人数)＋27万円 

  （イ）同一生計配偶者または扶養親族がいない場合 

      38万円 

 

3．所得割が課税されない人 

 ①前年の総所得金額等が、次の計算で求めた金額以下である人 

(ア) 同一生計配偶者または扶養親族を有する場合 

35万円×(本人＋同一生計配偶者＋扶養親族の人数)＋42万円 

(イ) 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合 

45万円 

 

◆特別徴収税額の納入について 

 1．納税者からの徴収 

特別徴収税額は、6 月（年度途中で通知を受け取った場合は、その

通知書に月割額の記入されている最初の月）から 5月まで、毎月給与

支払の際に月割額を徴収してください。 

なお、納税者が年度途中で住所を他の市町村へ異動した場合も、引 

続き徴収し、太子町へ納入してください。 

  

2．納期限 

月割額を徴収した月の翌月 10日（その日が土曜日、日曜日または祝

日に当たるときは、その日の翌日）です。 

納期限までに納入されない場合は、督促手数料および延滞金を負担

していただくことがあります。 

 

3．納入方法 

各納税者から徴収された月割額の合計額を別冊の｢納入書｣で納入

してください。 

通知した税額に異動が生じたため、変更する場合は「特別徴収税額

の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」により通知しますので、こ

れによって以後の月割額を徴収のうえ、納入してください。 

なお、納入書の金額変更の記入については、【納入書の記入のしか

た】を参照してください。 

 

4．特別徴収税額の納期限後納入にかかる延滞金および督促手数料 
  ①延滞金の計算要領 

   延滞金の割合は、年 14.6％(納期限の翌日から１月を経過する日までの

期間については年 7.3％)の割合(平成 12年１月１日から平成 25年 12月

31日までの期間については、当該期間の属する各年の前年の 11月 30日

を経過する時における日本銀行法第 15 条第１項第１号の規定により定

められる商業手形の基準割引率に年４％の割合を加算した割合が年

7.3％の割合に満たない場合には、その年中においては、年 7.3％の割合

にあっては、当該商業手形の基準割引率に年４％の割合を加算した割合

とします。平成 26 年１月 1 日から令和 2 年 12 月 31 日までの期間につ

いては、当該期間の属する各年の前年に所得税法等の一部を改正する法



律(令和 2 年法律第 8 号)による改正前の租税特別措置法第 93 条第 2 項

の規定により告示された割合に年１％の割合を加算した割合(以下「特

例基準割合」という。)が年７.3％の割合に満たない場合には、その年

（以下「特例基準割合適用年」という。）中においては、年 14.6％の割

合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年 7.3％

の割合を加算した割合とし、年 7.3％の割合にあっては当該特例基準割

合に年１％の割合を加算した割合(当該加算した割合が年 7.3％の割合

を超える場合には、年 7.3％の割合)となります。令和 3年１月１日以後

の期間については、当該期間の属する各年の前年に租税特別措置法第 93

条第 2 項に規定する平均貸付割合に年１％の割合を加算した割合(以下

「延滞金特例基準割合」という。)が年 7.3％の割合に満たない場合には、

その年中においては、年 14.6％の割合にあってはその年における延滞金

特例基準割合に年 7.3％の割合を加算した割合とし、年 7.3％の割合に

あっては当該延滞金特例基準割合に年 1％の割合を加算した割合(当該

加算した割合が年 7.3％の割合を超える場合には、年 7.3％の割合))と

なります。 

   

  ②督促手数料 

    督促状を発送した場合、一通につき 100円 
 

 5．納期の特例 

給与の支払いを受けるが人が常時 9人以下である場合は、特別徴収

税額を年 2回に分けて納入することができます。 

特例を受けられる場合は、至急、政策総務部税務課までお問い合わ

せください。 

 

◆納税者が転勤または退職等で異動した場合の手続き 
1．転勤の場合 

転勤等により勤務先が変わった場合でも、新しい勤務先で引続いて特

別徴収の方法によって徴収してください。 

この場合、新たに給与等の支払いをすることとなった勤務先の名称と

所在地、電話番号および何月分から徴収していただくことになるかを新

しい勤務先へ連絡済であるかどうか、その他必要事項を記入した  「特

別徴収に係る給与所得者異動届出書」（以下「異動届出書」という）を転

勤等のあった月の翌月 10日までに、提出してください。 

 

2．退職等の場合 

特別徴収の方法によって納税している人が退職あるいは休職等により

特別徴収ができなくなった場合、特別徴収税額のうち、給与から徴収で

きなくなった税額は普通徴収の方法で納税者から直接納めていただきま

す。この場合、給与の支払いを受けなくなった月の翌月 10日までに「異

動届出書」に退職した人の住所、氏名、特別徴収税額（年税額）、徴収済

税額、未徴収税額、異動事由、1月 1日から退職時までの給与支払額およ

び社会保険料の金額等を記入して提出してください。 

特別徴収税額がない場合でも「異動届出書」に所定の事項を記入して

提出してください。 

 

※記入については、【給与所得者異動届出書の記載の仕方】を参照してく

ださい。 

 

◆退職者の一括徴収について 
6 月 1 日から 12 月 31 日までに退職する人の残税額はなるべく一括徴収

してください。 

また、1月 1日から 4月 30日までに退職する人の残税額については、必

ず一括徴収してください。 

一括徴収した税額は、徴収した月の翌月 10日までに納入してください。 

 

◆特別徴収義務者の異動について 

    特別徴収義務者の所在地や名称等、異動変更された場合は、「特別徴収

義務者所在地・名称変更届出書」に所定の事項を記入して提出してくだ

さい。 



◆特別徴収への切替について 
    新たに追加で特別徴収される場合は、「特別徴収への切替申請書」に

所定の事項を記入して提出してください。 

 

◆退職所得の分離課税に係る町民税・府民税の特別徴収について 
退職所得（退職手当等）に対する町民税・府民税は、所得税と同様に

他の所得と区分して退職手当等の支払いの際に、特別徴収していただく

ことになっています。 
 

1.対象となる人 
    退職手当等の支払を受ける日の属する年の 1月 1日現在、本町内に

住所のある人です。ただし、同年 1月 1日現在、生活保護法による生

活扶助を受けている人は除かれます。 
 

2.税額計算のしかた 
   その年中の退職手当等の収入金額から、退職所得控除額を差引いた

残額の 2分の 1に、町民税および府民税それぞれの税率を乗じて算出

した金額が、分離課税に係る所得割額です。 

 

算出方法 

 (退職手当等－退職

所得控除額)×1/2 

(1,000 円未満切捨て) 

×6％＝ 
退職所得に係る町民税額(ｱ) 

(100 円未満切捨て) 

 

×4％＝ 
退職所得に係る府民税額(ｲ) 

(100 円未満切捨て) 

 

※勤続年数５年以内の法人役員等の退職所得について、２分の１課税が適 

用されません。また、退職日が令和４年１月１日以降の退職所得において 

勤続年数５年以内の法人役員等以外の人については、退職所得控除を控除

した後の金額のうち 300万円を超える部分については２分の１課税が適用

されません。 

 

 

－退職所得控除額の計算－ 
 
 

勤続年数 退 職 所 得 控 除 額 

勤続年数が 20年 

以下の場合 

40万円×勤続年数 

（最低 80万円） 

障害者になったことに

直接基因して退職され

た場合は左記により計

算した金額に 100 万円

を加算します。 

勤続年数が 20年 

を超える場合 

800 万円＋70 万円×

（勤続年数－20年） 

    勤続年数に 1年未満の端数がある場合は、切り上げます。 

 

［計算例］ 勤続年数 25 年 退職手当 17,888,007 円の場合 

 

(17,888,007円－※11,500,000円)×1/2＝3,194,003円 ⇒ 3,194,000円 
     ※8,000,000円＋700,000円×(25年－20年)＝11,500,000円 

 

町民税:3,194,000円×6％＝191,640円 ⇒ 191,600円 …… ① 

    府民税:3,194,000円×4％＝127,760円 ⇒ 127,700円 …… ② 

 

退職所得に係る住民税（① ＋ ②） ＝ 319,300 円  

     

 

3.納入方法 

徴収していただいた分離課税にかかる所得割は、その月の給与所得

の町民税･府民税月割額と合わせて、翌月の 10 日(その日が土曜日、

日曜日または祝日に当たるときは、その日の翌日)までに納入してく

ださい。その際、必ず裏面の納入申告書に必要事項を記載してくださ

い。 



 

町民税 

府民税 

  太子町長 様 



特別徴収税額から徴収済税額を

差し引いた残額を記載してくだ

さい。 

令和 5 年１月１日

現在の住所を記載

してください。 

転勤等により新し

い勤務先へ行かれ

る場合は、その名

称、所在地、電話番

号を記載してくだ

さい。 

また、月割額を連絡

されている場合は

右の欄に税額と月

を記載してくださ

い。 

特別徴収税額通

知書でお知らせ

しました、指定番

号・宛名番号を必

ず記載してくだ
さい。 

町民税 

府民税 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別徴収税額通知書の個人

別明細書に記載された合計

年税額を記載してください 

特別徴収することができなくなった事由

1～7 を記入してください。また、その他

の場合は、具体的な理由を〔  〕内に

記載してください。 

異動された納税者

の氏名を記載して
ください。 

令和 5 年１月１日

現在の住所と変更

がある場合は、新し

い住所を記載して

ください。 

【給与所得者異動届出書の記載の仕方】 

一括徴収予定額を何月分で納入するかを記載してください。 

毎月の分と合算していただいて結構です。 

太子町長 様 

徴収していただいた月

割額の合計額を記載し

てください。 

□提出期限は、異動のあった日の属する月の翌月の１０日までです。 

□太子町ホームページから、各種届出書がダウンロードできます。 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇変更事項のみ記入してください。 

○誤読をさけるために必ずフリガナを記入してください。 

 ○訂正・誤りがある場合も、この用紙を利用してご連絡ください。            変更年月日  令和  年  月  日 

事 項 変     更     前 変     更     後 

フリガナ   

所在地 

（住所） 

 〒   －  〒   － 

フリガナ   

方 書   

フリガナ   

名 称   

電 話 （     ）   －      内線： （     ）   －      内線： 

備 考  

※印の欄は、届出者において記入する必要はありません。 

特別徴収義務者所在地・名称変更届出書 
※ 
処理事項 

義務者台帳 徴収簿 電算処理 処理日 

   ／ 

令和 

年  月  日 

 

 

太子町長 様 

（
特
別
徴
収
義
務
者
） 

給

与

支

払

者 

住所又は

所在地 

〒   － 

 

特別徴収義務者 

指 定 番 号 
 

氏名又は

名称 
 

連 絡 先 

所属  

氏名  
代表者の 

職氏名 

 

 

電話 
（    ） 

  －    番 

内 線 

（   ） 法人番号 
（個人番号は記載不要） 

             



   年度 町民税・府民税 特別徴収への切替申請書 
整 理 番 号 

※ 

令和 

年  月  日 

 

 

太子町長 様 

（
特
別
徴
収
義
務
者
） 

給

与

支

払

者 

住所又は

所在地 

〒   － 

 
特別徴収義務者 

指 定 番 号 

 

※ 

フリガナ  

連絡先 

所属  

氏名又は

所在地 
 氏名  

代表者氏名  
電話  

法人番号 
（個人番号は記載不要） 

             

下記の者について当社で     月分(  月  日納期限)より特別徴収を希望します。 

給

与

所

得

者 

フリガナ  生 年 月 日 通 知 書 番 号 

（普通徴収分） 
 

氏  名  年  月  日  

住  所 
 

普通徴収での

納付状況 

・年税額のうち本人が納税通知

書で第  期分まで納付済 

 

・全額未納 異動年月 日     年    月    日 

申 請 理 由 

  

１.入社のため 

２.正社員となったため 

３.本人から特別徴収の希望があったため 

４.その他（                 ） 

 

注意事項 

※ご本人あてに送付された納税通知書のうち、

次のものを同封してください。 

・・・・未使用の納付書 

・・・・納付済の分がある場合は、領収書の 

写しと残りの納付書 

備  考  

※ 

処 

理 

欄 

   

※欄は記入しないでください。 



【納入書の記入のしかた】 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 7 3 

月分 

億 千 百 万 千 百 十 円 

〒 

上記のとおり通知します。 （受付店→太子町指定金融機関→太子町）  （太子町保管） 

納 
入 
済 
通 
知 
書 
の 
納 
入 
金 
額 
欄 
に 
￥ 
記 
号 
は 
記 
入 
し 
な 
い 
で 
く 
だ 
さ 
い 

。 

年 指    定    番    号  納入金額（１）     円 
 

    

 納入すべき金額が右の納入金額 
（１)の欄の金額と異なるときは、納 
入金額（１）の欄を横線で抹消し納 
入金額（２）の欄に記入してください。 

領 
収 
日 
付 
印 

（特別徴収義務者） 
住  所 
又  は 
所在地 
氏  名 
又  は 
名  称 

 
 

大阪府太子町 
個人府民税 
個人町民税 

合 計 額 〒539-8794 
大阪貯金事務センター 

（一括徴収 
分を含む） 

     

十 

退 職 
所 得 分 

延 滞 金 

  年  月  日 督 促 
手 数 料 納期限 

(2) 取 り ま と め 店 

納 
  
入 
  
金 
  
額 

 

     

給与分 

 

太子町会計管理者 
市町村コード 口  座  番  号 加  入  者  名 

8 1 3 00990-1-960287 

納 入 済 通 知 書 公 

(1)当初の税額を納入金額(1)の欄に印字してありますので、

納入金額に変更がなければ納入金額(2)の欄に記入せず

に納めてください。 

(2)転勤や退職などにより税額に変更があった場合や、残税

額を一括徴収された場合などで、納入金額を訂正される

ときは、納入金額(1)の金額を横線で抹消し、納入金額(2)

の給与分の欄に正しい金額を記入してください。 

(3)退職所得にかかる分離課税の所得割額を納入される場合

は納入金額(2)の退職所得分の欄にその金額を記入して

ください。また、月割額もあわせて納入されるときは、

必ず納入書裏面の納入申告書に退職者の明細を記入して

ください。 

なお、地方税分野における個人番号・法人番号の利用手続

の一部見直しにより、平成２８年１月１日以後に行われる 

納入申告から、納入済通知書の裏面に印刷されている納入

申告書に、法人番号又は個人番号を記載することとなって

います。ただし、特別徴収義務者が個人事業主の場合には、

別の用紙（例：納入申告書を別の紙に印刷した様式）に個

人番号を含む必要事項を記載のうえ、金融機関等を経由せ

ずに、本町に別途ご提出ください。 

(4)納入金額(2)の欄に記入されたときは、納入金額(1)の金

額を横線で抹消し、合計額も記入してください。 

(5)予備の納入書を末尾に入れてありますので金額の誤記な

どがありましたら、徴収月などを記入のうえご利用くだ

さい。 

〈一括徴収のお願い〉 
 

 １月１日から４月３０日までの間に退職される人の残税額の徴収については、本人の希望に関係な

く、給与又は退職手当等から必ず一括徴収してください。 

 また、６月から１２月までの退職者等についても、退職時等になるべく一括徴収していただけます

ようご協力お願いします。 



◆納入取扱場所 

 
 

●太子町指定金融機関（太子町役場内） 
 

●下記金融機関の本店または支店 

大阪南農業協同組合、りそな銀行、関西みらい銀行、 

池田泉州銀行、南都銀行、大阪シティ信用金庫、 

成協信用組合、近畿労働金庫 (順不同) 
 

※なお、金融機関の合併・統合があった場合は、 

新金融機関でも取り扱いできます。 
 

●近畿２府４県（大阪府、京都府、和歌山県、兵庫県、

奈良県、滋賀県）のゆうちょ銀行と郵便局（納期内に

限ります。） 
 

 

 

 

◆ゆうちょ銀行・郵便局の指定について 

 
大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・滋賀県以

外のゆうちょ銀行・郵便局で特別徴収税額を納入される場

合は、右記の｢指定通知書｣に利用される最寄りのゆうちょ

銀行・郵便局名を記載のうえ、事前にそのゆうちょ銀行・

郵便局に提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

指 定 通 知 書 

 

 

 
貴局を地方税法第 321条の 5第 4項の規定に基づい

て、本町の特別徴収に係る町・府民税取扱局に指定し

ましたので通知します。 

 

 

    ・許可又は承認番号  貯業 2第 111号 

 

    ・口 座 番 号   00990－1－960287番 

 

    ・加 入 者 の 名 称  太子町会計管理者 

 

    ・取 り ま と め 局  大阪貯金事務センター 

 

 

     令和  年  月  日 

 

 

      ゆうちょ銀行      店長 

 

                   郵便局長 様 

 

 

            大阪府南河内郡太子町長 印 

 


